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 相続税対策での贈与は計画⾒直し必須︕ 
2023 年度税制改正 
今月は 2022 年 12 月 16 日に発表さ
れた 2023 年度税制改正⼤綱の内容
について解説します。 

今年の改正の目⽟は何といっても贈与
税の抜本的な改正でしょう。相続時精
算課税制度を適⽤する上での⼤きなデ
メリットであった贈与税の非課税枠年
間110万円が消える、という点が無く
なり、精算課税制度を選択しても非課
税枠が残ることになりますので、使い勝手
は⼤分良くなります。とはいえ、原則として
精算課税制度⾃体に相続税の節税効
果がある訳ではないので、特に不動産購
⼊時に親の資⾦援助がある場合はやは
り精算課税制度を使わずに持分を親が
取得して不動産として相続をする⽅が相
続税対策にはなりますから、精算課税を
適用する⽅は限られそうです。 

マンションの相続税評価の改正は難し
いのではと思っていましたがやはり検討
項目に挙がっただけでした。今後の通達
改正に注目です。 

防衛増税は破談に︖ 
昨年から週刊誌等で話題となっていた
贈与税非課税枠の縮小も予想どお
りありませんでした。教育資⾦⼀括贈
与の改正はそこそこ影響がありそうです
のでこちらは生前贈与加算の改正とと
もに後日掲載予定です。不動産税務
では空き家の 3000万控除について
使い勝⼿が良くなりそうですが 2024
年以降の譲渡からなのでこちらも年
明け解説します。あとは超富裕層(株
配当譲渡益(＝税率 20％)で年収
30 億以上の⼈）に 2.5％増税しま
すがほぼ対象者もいないですし実⾏
税率低すぎるのでもっと増税して良い
でしょう。岸田政権目⽟の「防衛増
税」は法⼈税の⼤幅増税ですが、事
実上検討項目に挙がっただけに終わり
このまま破談となる期待もあります。中
小企業は対象外という報道もありまし
たが改正案を⾒る限り全く配慮されて
いません(笑)。個⼈は復興税の⼀部
を充てる、というこれまたセンスのない
改正案ですが果たしてどうなるか… 

今月のコメント 
早いもので本年最後のニュースレターとなり
ました。今年は何といっても年末のサッカー
ワールドカップが記憶に残っています。東京
オリンピックをはるかに上回る開会式の豪
華さと⼤会のスケールに驚かされました。明
らかにオリンピックより盛り上がりましたね
(笑)プライベートは娘の中学受験⼀色の
年でしたので、来年こそはコロナで⾏けなか
った久しぶりのハワイ旅⾏など計画したいと
思っています。 

皆様本年も⼤変お世話になりました。 

年末年始休暇は 12 月 28 日(水)から 
1 月 3 日(火)まで頂く予定です。 

ご不便をお掛けしますが、ご理解の程よろ
しくお願い申し上げます。 

来年も引き続き宜しくお願い致します。 

税理⼠ 岡本勲 
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-
10-15 エキスパートオフィス渋谷 9 階 

 


